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  第４章      国民の権利利益の救済に係る手続等                

 

第１節 国民の権利利益の迅速な救済 

 

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は

訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの

問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに担当課を定め

る。 

 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

特定物資の収用に関すること。（法第 81条第２項） 

特定物資の保管命令に関すること。（法第 81条第３項） 

土地等の使用に関すること。（法第 82条） 

応急公用負担に関すること。（法第 113条第３項） 

損失補償 

 （法第159条第１項） 

車両等の破損措置に関すること。（法第 155条第２項におい

て準用する災害対策基本法第 76条の３第２項後段） 

国民への協力要請によるもの。（法第 70条第１,３項、 

第 80条第１項、第 115条第１項、第 123条第１項） 損害補償 

（法第 160条） 

医療の実施の要請等によるもの。(法第 85条第１,２項) 

不服申立てに関すること。（法第６条、第 175条） 

訴訟に関すること。（法第６条、第 175条） 
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第２節 国民の権利利益に関する文書の保存 

 

市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要

請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、市文書管理規程等の

定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行う

ため、文書の逸失等することがないよう、安全な場所に確実に保管する等の配慮を

行う。 

なお、市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続して

いる場合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合に

は保存期間を延長する。 

 


